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第１章 経営戦略の概要 

 

１ 経営戦略策定から改定の経緯    

 

和歌山市の漁業集落排水事業は平成６年度から事業を開始し、雑賀崎地区は平成１４

年１月に、田ノ浦地区は平成１７年７月に供用を開始しており、管渠整備はほぼ完了して

います。漁業集落排水事業は、供用開始から２０～２３年が経過しています。計画汚水量

は雑賀崎地区が９９８㎥/日、田ノ浦地区が２７０㎥/日です。本市は昭和６０年をピーク

に人口減少が続いており、限られた財源の中で効率的な管理運営・更新等が求められてい

ます。当面は既存施設機能を最大限活用した運転管理や処理・通水能力を確保するための

施設の機能向上を進めていく必要があります。さらに、今後も人口減少等の社会的な状況

の変化により使用料収入は伸び悩むと考えられ、本市の漁業集落排水事業経営にとって

厳しい状況が続くことが想定されます。 

本市の漁業集落排水事業を安定的に継続していくために、中長期的な基本計画として、

平成２９年３月に和歌山市下水道事業経営戦略（漁業集落排水事業）（以下、「経営戦略」

という。なお、区分するために平成２８年度に策定したものを「前経営戦略」、今回改定

のものを「本経営戦略」とする。）を策定しました。策定から８年間が経過し、人口減少

や自然災害など、本市の状況は変化しています。そのため、現状と前経営戦略との比較、

検証を行い、計画を見直す必要があります。 

本経営戦略では、これまでの実績と今後の取り組みを踏まえ収支計画を見直し、将来の

見込みを示しました。今後も本経営戦略に基づき安定的な事業の継続を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雑賀崎地区 田ノ浦地区

供用開始区域
雑賀崎の一部、
西浜の一部

田野の一部

汚水処理場
所在地

雑賀崎2011番地 田野149番地の13

計画人口 4,015人 1,000人

供用開始日 平成14年1月15日 平成17年7月19日

和歌山市の漁業集落排水事業概要
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２ 経営戦略の基本理念 

 

社会基盤である集落排水施設は、生活環境の改善、公共用水域の水質保全等の基本的

な役割に加えて、災害時においても持続可能なサービスを提供する必要があります。和

歌山市漁業集落排水事業は、整備工事は完了しており、今後、水洗化率の多少の伸びは

見込まれるものの、人口減少により使用料収入の増加は見込めません。維持管理につい

ては、管理業務のほとんどを民間委託済みであり、経費削減の余地も乏しいことから、

収入不足分を一般会計からの繰入金により賄っている状況であり、今後も厳しい経営状

態が続くことが見込まれます。しかし、汚水の排除が目的であり、事業の廃止は難しい

ことから、広域化・共同化等の検討を行い、更なる経費の縮減に努めていくことが求め

られています。  

このような状況の中、漁業集落排水設備の効率的な整備と管理、安定的な経営を図る

ため、漁業集落排水事業が目指すものとして以下の３つの事項が挙げられます。 

 

・ 使用料収入の確保（水洗化率の維持・向上） 

・ 維持管理経費の縮減に向けた取組み（包括的民間委託等） 

・ 長寿命化等による更新費用を適切に見込む 

 

これらの事項の実現を目指して、経営基盤の強化と財政マネジメントの向上に取り組

んでいきます。 

 

３ 計画期間 

  

令和８年度～令和１７年度（１０年間） 

  前経営戦略の策定から９年間の社会情勢の変化や事業の実績を反映し、本経営戦略の

改定を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

前経営戦略

本経営戦略

経営戦略の計画期間

第１章   経営戦略の概要 
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第２章 漁業集落排水事業の現状と課題 

 

１ 漁業集落排水施設の状況 

 

（１）漁業集落排水施設の整備状況 

 

  本市における令和６年度末時点での漁業集落排水施設の整備状況は下表のとおりです。 

 

 

【処理場】 

施設名称 雑賀崎地区 漁業集落排水処理施設 

整備履歴 完成年月 平成 10 年 6 月 供用開始 平成 14 年 1 月 15 日 

設計諸元 

整備面積 30.2ｈａ 計画世帯数 777 戸 

計画人口 4,015 人  
定住人口 1,893 人 

流入人口 2,122 人 

処理施設 処理方式 回分式活性汚泥方式 2 系列（JARUS-ⅩⅡ型） 

集水方式 ポンプ圧送・自然流下 

計画汚水量 998 ｍ3/日（日平均）、121.0m3/h（時間最大） 

計画流入水質 BOD 200mg/ℓ、SS 200mg/ℓ 

計画放流水質 
BOD 20mg/ℓ、COD 30mg/ℓ SS 50 ㎎/ℓ 

大腸菌群数 3,000 個/cm3 以下 

水槽形式・構造 地上式 RC 造 

 

 

 

 

 

 

 

全処理区 雑賀崎地区 田ノ浦地区

供用面積 40.6ha 30.2ha 10.4ha

供用人口 2,773人 2,003人 770人

処理能力 1,268㎥/日 998㎥/日 270㎥/日

整備延長 14.0km 10.6km 3.4km

整備状況

第２章   漁業集落排水事業の現状と課題 
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施設名称 田ノ浦地区 漁業集落排水処理施設 

整備履歴 完成年月 平成 17 年 3 月 供用開始 平成 17 年 7 月 19 日 

設計諸元 

整備面積 10.4ｈａ 計画世帯数 348 戸 

計画人口 1,000 人  
定住人口 814 人 

流入人口 186 人 

処理施設 処理方式 鉄溶液注入連続流入間欠ばっ気方式（JARUS-ⅩⅣp 型） 

集水方式 ポンプ圧送・自然流下 

計画汚水量 270 ｍ3/日（日平均）、32.5m3/h（時間最大） 

計画流入水質 BOD 200mg/ℓ、SS 200mg/ℓ 

計画放流水質 BOD 20mg/ℓ、SS 50 ㎎/ℓ 

水槽形式・構造 地上式 RC 造 

 

 

 

 

第２章   漁業集落排水事業の現状と課題 

 

 

漁業集落排水施設 位置図 

田ノ浦地区漁業集落排水処理施設 

雑賀崎地区漁業集落排水処理施設 
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（２）漁業集落排水施設の老朽化状況 

 

令和６年度末時点での和歌山市内の管渠整備延長は１４．０ｋｍで、その内訳は雑賀崎

地区が１０．６ｋｍ、田ノ浦地区が３．４ｋｍとなっています。漁業集落排水施設におけ

る管路施設は、平成８年度から整備に着手し、平成２７年度にほぼ完了しています。管渠

については、ほとんどが塩化ビニル管であり良好な状況です。 

日常の維持管理を適切に行うことで、管路施設の機能維持に努めます。   

 

処理場については、雑賀崎地区は平成１３年度に、田ノ浦地区は平成１７年度に供用を

開始し、２０～２３年経過しています。  

当面は既存施設機能を最大限活用した運転管理対策や処理・通水能力を確保するため

の施設の機能向上対策を進めていく必要があります。 

 

 

（３）漁業集落排水施設の耐震化状況 

 

漁業集落排水処理施設については、平成１３年以降の供用開始であり比較的整備年度

が新しいため、耐震対策が急がれるものではありません。 

また、管渠についても、整備年度が新しいこともあり、早急に耐震化を進める予定はあ

りません。日常の維持管理を適切に行うことで、管路施設の機能維持に努めます。 

 

 

 

  

第２章   漁業集落排水事業の現状と課題 
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２ 漁業集落排水の使用状況 

 

（１）漁業集落排水の普及率と水洗化率の推移 

 

普及率は１００％に達していますが、水洗化率は、令和６年度時点で６６．４％と横ば

い状態です。今後も、水洗化（接続）人口を増やすために、集落排水未接続家庭に対する

戸別訪問を実施し、集落排水事業への理解と協力を求めていきます。 

 

 

 

（２）人口の推移 

 

供用人口及び水洗化人口はともに横ばいとなっています。 

 

 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

65.3 65.5 65.6 65.7 66.0 66.0 66.2 66.3 66.3 66.4

60

65

70

75

80

85

90

95

100

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

（
％
）

普及率と水洗化率の推移

普 及 率 水洗化率

2,753 2,755 2,764 2,764 2,764 2,764 2,766 2,768 2,772 2,773 

1,798 1,805 1,813 1,817 1,823 1,825 1,832 1,835 1,839 1,842 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

人
口
（
人
）

人口の推移

供用人口 水洗化人口
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３ 経営の状況 

 

（１）漁業集落排水使用料収入の推移 

 

漁業集落排水使用料収入は直近では、少しずつ減少していますが、ほぼ一定で推移し

ています。 

 

 

※令和５年度からは地方公営企業法適用のため、税抜きを併記しています。 

 

  

32,797 32,751 32,256 
31,787 

32,067 32,170 31,613 31,565 
30,688 30,305 29,881 

27,550 27,165 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

漁
業
集
落
排
水
使
用
料

（
千
円
）

漁業集落排水使用料の推移

使用料（税込） 使用料（税抜）
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（２）経常収支の状況 

 

漁業集落排水事業については、令和５年度に地方公営企業法を適用しています。令和６

年度の経常損益は１６，２６０千円の黒字となっています。 

令和６年度の経常収益は１４８，９０３千円、経常費用は１３２，６４３千円となって

います。 

 経常収支比率は法適用企業における使用料や一般会計からの繰入金等の収益で、維持管

理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表す指標です。経常収支比率は単年度

の収支が黒字であることを示す１００％以上であることが必要とされています。経常収支

比率は１００％を超えており、類似団体平均以上の水準となっています。 

 

 

 

 

 

30,348 

16,260 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

R1 R2 R3 R4 R5 R6

（
千

円
）

経常損益の推移

161,919 

148,903 

131,571 132,643 

130000

140000

150000

160000

170000

R1 R2 R3 R4 R5 R6

（
千
円
）

経常収益・経常費用の推移

経常収益 経常費用

算出方法
和歌山市

（令和6年度）

類似団体平均
（令和5年度）

経常収益／
経常費用×100

112.26 105.98

経常収支比率
(％)
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（３）経費回収率の状況（使用料単価、汚水処理原価） 

 

経費回収率は使用料で回収すべき経費をどの程度使用料で賄えているかを表す指標で

す。本市においては、経費回収率は３７．８％となっており、汚水処理に必要な費用が

使用料だけでは賄えていないことを示しています。 

類似団体平均と比較すると、汚水処理原価は５７．８１円／ｍ３高く、使用料単価は

３０．６８円／ｍ３高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

39.5 
37.8 

0

10

20

30

40

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

（
％

）

経費回収率の推移

経費回収率(%)

199.28 203.99 

504.38 
539.77 

120

220

320

420

520

620

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

（
円

／
ｍ

３
）

使用料単価と汚水処理原価の推移

使用料単価 汚水処理原価

汚水処理原価
（円/㎥）　A

使用料単価
（円/㎥）　B

経費回収率
（％）　B/A

和歌山市
（令和6年度） 539.77 203.99 37.79

類似団体平均
（令和5年度） 481.96 173.31 35.96

第２章   漁業集落排水事業の現状と課題 
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（４）企業債残高の推移 

  

 企業債残高は、平成２４年度の８．８億円をピークに減少しており、令和６年度は

４．７億円となっています。 

本市の漁業集落排水事業の整備はほぼ完了しており、企業債残高は減少しています。

しかし、施設の老朽化も進んでいることから今後は施設の更新に取り組む必要がありま

す。施設更新には、多額の費用が必要となることから、補助金等の財源を活用し適正な

企業債の発行に努めなければなりません。 
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（５）経営指標の状況（類似団体比較） 

 

 

経常収支比率
（％）

112.26 105.98

累積欠損金比率
（％）

0.00 181.51

流動比率
（％）

57.41 69.82

企業債残高対
事業規模比率
（％）

90.22 1,149.70

経費回収率
（％）

37.79 35.96

汚水処理原価
（円／㎥）

539.77 481.96

施設利用率
（％）

28.23 26.12

水洗化率
（％）

66.43 78.55

有形固定資産
減価償却率
（％）

6.24 28.31

管渠老朽化率
（％）

0.00 0.00

管渠改善率
（％）

0.00 0.00

分類 指標 算出式
和歌山市
(R6年度)

経
営
の
健
全
性

経
営
の
効
率
性

老
朽
化
の
状
況

類似団体
平均

(R5年度)

経常収益（営業収益＋営業外収益）

経常費用（営業費用＋営業外費用）

当年度未処理欠損金

（営業収益＋受託工事収益）

流動資産

流動負債

営業収益－受託工事収益－雨水処理負担金

企業債残高－一般会計負担額
×100

下水道使用料

汚水処理費（公費負担分除く）

汚水処理費（公費負担分除く）

年間有収水量

晴天時１日平均処理水量

晴天時現在処理能力

現在水洗便所設置済人口

現在処理区域内人口

有形固定資産減価償却累計額

有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿原価
×100

法定耐用年数（５０年）を超過した管渠延長

下水道布設延長
×100

改善（更新・改良・維持）管渠延長

下水道布設延長
×100

×100

×100

×100

×100

×100

×100
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第３章 漁業集落排水事業の効率化・健全化への取り組み 

 

１ 取り組みの概要 

 

漁業集落排水施設や管渠の健全性を維持することが安定した事業を行うための前提条

件となりますが、収入の大半を一般会計からの繰入金で賄っているため、その維持管理

費用の見通しと「財源試算」（漁業集落排水使用料収入など財源の見通し）を均衡させ

ることが、持続可能な漁業集落排水事業を実現するうえで非常に重要になります。 

徹底した「漁業集落排水事業の効率化・健全化」に取り組み、事業運営にかかる経常

的なコストの削減を進めることで「経営基盤の強化」を図ることが必要となります。 

また、安定的な事業運営を行うためには、災害発生時に備えた「防災・安全対策にか

かる取り組み」も重要となります。 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本施策 具体的施策

(1)人員配置の適正化

(2)技術力の向上

(3)民間活力の利用促進

(4)漁業集落排水汚泥の有効利用

2 投資の合理化にかかる取り組み 広域化・共同化・最適化の検討

3 防災・安全対策にかかる取り組み 災害対策の強化

1 経営基盤強化にかかる取り組み
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２ 経営基盤強化にかかる取り組み 

 

（１）人員配置の適正化 

 

本市の漁業集落排水事業は、令和５年度の地方公営企業法適用に伴い、業務を企業局

内に振り分けることで事務の効率化等を図りました。今後も、熟練職員の退職、人口減

少やニーズの多様化等社会情勢の変化及び災害・事故への対応力を確保しつつ、事業の

進捗や施策方針等に応じた適正な人員配置に努め、公共下水道事業との人事交流を含め

柔軟で合理的な組織体制の整備を図っていきます。 

（主な取り組み事項） 

・業務内容の見直しや精査による効率化・省力化 

・業務量に見合った人員の適正化 

 

 

（２）技術力の向上 

 

熟練職員の退職や業務の外部委託を進める中で、施設の長寿命化を図りながら、老朽

化対策や更新工事などを行っていくために、技術と知識を着実に継承していくことが喫

緊の課題となっています。こうした課題を克服するために、職員研修の充実や技術・知

識等のマニュアル化の促進など職員の資質向上と着実な技術継承に努めていきます。 

（主な取り組み事項） 

・退職者の再雇用による後進育成の機会増加 

・メンター制度による新規採用職員の早期育成及び若手職員の指導力強化 

・技術や経験知識を持った職員による実地を取り入れた局内技術研修や実技を伴う研

修への参加 

・突発的事故や災害等が起こった際の対応マニュアルの整備 

 

  

研修主管課

所属長 職場研修推進員

局内研修 局外研修

一般研修 専門研修 視察研修 派遣研修 資格取得研修

基本的事項

人権研修

接遇研修

倫理研修

その他

技術的研修

事務的研修

他都市視察

日常業務

上司・先輩からの
知識及び技術・
技能の指導育成

（マニュアル化の推進）

視察研修の不参加
者への報告・活用

派遣研修の報告
と他の職員への

伝達、知識の共有化

専門研修の成果等
を共有・活用

派遣による
専門的な研修

水道関係
その他関係
機関・団体

国・地方
公共団体等

事業規模等
により設置を
必要とする
法定資格

派遣研修で得た専門知識を伝達（フィードバック）・活用の
ために専門研修として開催する

共有・活用

伝達
活用

派遣研修で
得た専門
知識を伝達
（フィードバ
ック）・活用
する

適切な措置・指導、
報告・効果の確認

適切な措置・指導、
報告・効果の確認

協力・連携協力・連携

配慮・協力記録・
報告

配慮・協力 配慮・協力 記録・
報告

職場研修

研修協議会
協議

調整等

資格・免許等の取得に関すること
その他研修の運営等に関すること

研修の基本計画、情報交換及び受講者に関すること

副課（所）長
専門員

所属長
副課（所）長

専門員

確認 確認
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（３）民間活力の利用促進 

 

現在、集落排水事業では排水処理施設の運転管理を民間委託しています。今後、効率

化が可能な範囲とその効果を検討し、業務の効率化を継続して推進していきます。さら

なる民間委託の導入や民間活力の有効利用については、危機管理体制の維持、適正な人

員配置及びコスト削減効果等を十分考慮した上で検討します。 

 

（４）漁業集落排水汚泥の有効利用 

 

現状、集落排水汚泥はし尿処理施設へ搬出していますが、今後汚泥肥料化等の有効利

用の可能性を調査していきます。 
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３ 投資の合理化にかかる取り組み 

 

投資の合理化・効率化を図る上で、適切な汚水処理施設の選択や施設の統廃合などの

「広域化・共同化・最適化」について検討を行う必要があります。 

 

（主な取り組み事項） 

・和歌山県汚水処理広域化・共同化計画に基づき、汚水処理施設の統合に向け課題の

抽出・整理を行います。 

 

 

４ 防災・安全対策にかかる取り組み 

 

 漁業集落排水施設は汚水の排除・処理による公衆衛生の確保、汚濁負荷削減による公

共用水域の水質保全等、住民の生活、社会経済活動を支える根幹的社会基盤です。 

大規模地震等で集落排水施設がその機能を果たすことができなくなった場合には、ト

イレが使用できなくなるなど、住民の生活に大きな影響を与えるとともに、汚水の滞留

や未処理下水の流出による公衆衛生被害の発生など、住民の生命・財産にかかる重大な

事態を生じるおそれがあります。 

また、本市は南海トラフ地震にかかる地震防災対策の推進に関する特別措置法に基づ

く推進地域に指定されており、中央構造線断層帯も市北部を横断しています。さらに、

定常的に地震活動が活発な地域であり、昭和２１年にはマグニチュード８．０の南海地

震が発生し、震度５程度の揺れを観測した記録が残っています。 

本市の漁業集落排水施設については、平成１４年以降の供用開始であり比較的整備年

度が新しいため、耐震対策が急がれるものではありません。今後、耐震化が必要な施設

については計画的に耐震化を検討していきます。 

また、大規模地震はいつ発生してもおかしくない状況ともいわれています。そこで大

規模地震により漁業集落排水施設が被災した場合でも漁業集落排水施設が果たすべき機

能を維持していくため、あらかじめ被災を想定して被害の最小化を図る「減災対策」を

あわせて実施するために、「和歌山市企業局BCP-下水道編-」へ組み込む予定です。 
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第４章 投資計画 

 

１ 今後１０年間の投資額 

 

老朽化している施設の改築・更新を行うための今後１０年間の建設投資額の総額は以

下のとおりです。 

 

建設投資総額の推移 

 

 

今後、漁業集落排水事業において汚水の面整備計画はありませんが、老朽化している

施設の改築・更新工事を行うため１０年間で約１．８億円の建設投資が見込まれます。

施設の日常点検・調査を踏まえ、予防保全型による維持管理を進めていくとともに、管

渠、処理場など施設全体の老朽化対策を計画的に行うことで、建設投資の最適化を図っ

てまいります。 

 

  

（千円）

年度 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

改築事業費 31,662  16,852  31,350  14,660  10,140  27,057  11,595  12,962  11,952  7,963   

第４章   投資計画 
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第５章 財政計画 

 

１ 財政計画の前提条件 

 

財政計画における収益的収支及び資本的収支算定の考え方は以下のとおりです。 

 

（１）収益的収入 

料金収入 
料金収入はほぼ一定で推移しているため、令和８年度以降

は令和７年度当初予算と同等としています。 

その他（営業収益) 材料売却収益を計上しています。 

他会計補助金 
分流式下水道に要する経費等に対する繰入金を見込み、算

出しています。 

長期前受金戻入 
既取得資産分に、今後補助金等を財源として取得が想定さ

れる資産分を合算し、算出しています。 

その他（営業外収益） 不用品売却収益を見込み、計上しています。 

 

 

（２）収益的支出 

職員給与費 計画職員数に基づき、算出しています。 

経費（動力費、修繕

費、材料費、その他） 

過去の実績等に基づき、上昇率等を加味し、算出していま

す。 

減価償却費 
既取得資産分に、今後の事業計画に基づき取得が想定され

る資産分を合算し、算出しています。 

支払利息 
既借入分に、今後の事業計画に基づき借入を行う部分を合

算し、算出しています。 

その他（営業外費用） 予備費と雑支出を見込み、算出しています。 

  

  

第５章   財政計画 
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（３）資本的収入 

企業債 事業計画に基づき、算出しています。 

他会計補助金 
分流式下水道に係る用地元金分の元金償還金等を見込み、

算出しています。 

国（都道府県）補助金 事業計画に基づき、算出しています。 

 

 

（４）資本的支出 

建設改良費 事業計画に基づき、算出しています。 

職員給与費 計画職員数に基づき、算出しています。 

企業債償還金 
既発債の償還予定額及び今後発行予定の建設企業債の償還

金を合算し、算出しています。 

 

 

  

第５章   財政計画 
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２ 財政計画 

 

（１）財政状況の見通し 

  

  令和６年度と令和１７年度を比較すると、収益的収入については、２７，３３１千円

（▲１８．４％）減少する見通しとなっています。収益的収入の減少の主な理由は、一

般会計からの繰入金の減少です。 

  収益的支出については、概ね１３０，０００千円から１４０，０００千円で推移する

見通しとなっており、収益的支出の増減の主な理由は、減価償却費の増減によるもので

す。 

 経常損益については、今後減少し、令和１１年度からは損失が発生する見通しです。 

これは、地方公営企業法を適用する前後で会計の処理方法が異なるため生じるもの

で、経常損失は生じるものの、留保資金は確保できる見込みとなっています。 

今後は、この損失の解消や、累積欠損金の処理について、経営の検討が必要となりま

す。 

 

  

149 
147 147 

145 144 

139 
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133 

130 
128 

122 

133 133 132 
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139 

138 

137 137 136 135 134 
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収益的収入及び支出の見通し

収益的収入 収益的支出
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経常損益の見通し
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（２）収益的支出の内訳 

 

  収益的支出は令和６年度と令和１７年度を比較すると、支払利息は減少し、経費は横

ばい傾向、人件費は退職給付費等の影響により増減します。減価償却費は施設の改築に

伴い増減します。収益的支出においては減価償却費の増減は最も大きく影響します。 

 
 

（３）資本的支出の内訳 

  

資本的支出は令和６年度から令和７年までの期間は、企業債償還金が大半を占めてい

ますが、施設の改築に着手する令和８年度からは建設改良費が増加します。企業債償還

金については減少傾向であり、令和１７年度には約２２，０００千円となります。しか

し、施設の改築に伴う企業債の発行により企業債償還額は再度増加する見込みです。 

    

 

  

15 17 17 17 21 22 22 22 21 22 21 21 
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9 8 7 7 
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（４）企業債残高の見通し 

 

企業債残高については、過去の借入分の償還が完了することに伴い減少しますが、今

後、施設の改築に着手するため、建設投資には補助金等の財源を確保し、企業債の発行

を抑制するよう努めていきます。 

 

 

 

 

471 

422 

387 

347 
319 

288 

255 
231 

203 
179 

156 
137 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

企
業

債
残
高

（
百
万

円
）

企業債残高の見通し

第５章   財政計画 

 



22 

 

 

 

 

（５）収益的収支 

 

 

 

（単位：千円，％）

年　　　　　　度

区　　　　　　分

１． (A) 27,165 27,076 27,076 27,076 27,076 27,076

(1) 27,165 27,066 27,066 27,066 27,066 27,066

(2) (B)

(3)

２． 121,738 119,860 119,722 117,557 117,216 111,746

(1) 100,097 98,312 98,300 95,365 94,614 88,382

100,097 98,312 98,300 95,365 94,614 88,382

(2) 21,638 21,538 21,412 22,182 22,592 23,354

(3) 3 10 10 10 10 10

(C) 148,903 146,936 146,798 144,633 144,292 138,822

１． 120,189 119,376 119,766 121,254 126,959 128,740

(1) 14,645 17,279 17,386 17,116 21,473 21,513

8,339 9,354 9,354 9,354 10,336 10,336

764 466 573 303 343 383

5,542 7,459 7,459 7,459 10,794 10,794

(2) 53,839 50,368 50,087 50,135 50,573 50,621

4,871 5,152 5,162 5,172 5,182 5,192

8,121 3,911 3,915 3,919 3,923 3,927

545 574 574 574 574 574

40,302 40,731 40,436 40,470 40,894 40,928

(3) 51,705 51,729 52,293 54,003 54,913 56,606

２． 12,454 13,237 12,346 11,639 10,953 10,278

(1) 9,058 8,261 7,371 6,783 6,128 5,705

(2) 3,396 4,976 4,975 4,856 4,825 4,573

(D) 132,643 132,613 132,112 132,893 137,912 139,018

(E) 16,260 14,323 14,686 11,740 6,380 △ 196

(F) 424

(G) 20 20 20 20 20

(H) 424 △ 20 △ 20 △ 20 △ 20 △ 20

16,684 14,303 14,666 11,720 6,360 △ 216

(I)

(J) 33,461 35,048 32,884 33,527 32,412 33,235

2,154 2,159 3,764 2,169 2,866 2,169

(K) 58,289 61,797 55,392 51,811 44,709 45,806

49,555 50,441 48,435 43,575 37,931 38,588

7,550 9,852 4,641 4,981 4,462 4,902

( I )

(A)-(B)

(L)

(M) 27,165 27,076 27,076 27,076 27,076 27,076

(N)

(O)

(P)

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ）

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条に より算定 した
事 業 の 規 模

健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

地方財政法施行令第15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益－ 受託 工事 収益 (A)-(B)

地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条に より算定 した
資 金 の 不 足 額

(E)+(H)

繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金

流 動 資 産

う ち 未 収 金

流 動 負 債

う ち 一 時 借 入 金

う ち 企 業 債

う ち 未 払 金

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

特 別 利 益

特 別 損 失

特 別 損 益 (F)-(G)

収

益

的

収

支

収

益

的

収

入

営 業 収 益

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益

そ の 他

営 業 外 収 益

補 助 金

他 会 計 補 助 金

そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入

経 常 損 益 (C)-(D)

動 力 費

修 繕 費

材 料 費

そ の 他

減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

そ の 他

収 入 計

収

益

的

支

出

営 業 費 用

職 員 給 与 費

基 本 給

退 職 給 付 費

そ の 他

経 費

支 払 利 息 及 び 企 業 債 諸 費

そ の 他

支 出 計

令和６年度
（決算）

令和７年度
（予算）

令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度
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（単位：千円，％）

年　　　　　　度

区　　　　　　分

１． (A) 27,076 27,076 27,076 27,076 27,076 27,076

(1) 27,066 27,066 27,066 27,066 27,066 27,066

(2) (B)

(3)

２． 111,799 109,450 106,142 102,841 100,504 94,496

(1) 88,609 86,419 82,483 79,534 77,638 71,620

88,609 86,419 82,483 79,534 77,638 71,620

(2) 23,180 23,021 23,649 23,297 22,856 22,866

(3) 10 10 10 10 10 10

(C) 138,875 136,526 133,218 129,917 127,580 121,572

１． 128,439 127,545 128,842 128,408 127,493 127,542

(1) 21,552 21,537 21,434 21,610 21,411 21,414

10,336 10,336 10,336 10,336 10,336 10,336

422 407 304 480 281 284

10,794 10,794 10,794 10,794 10,794 10,794

(2) 50,669 50,717 50,765 50,813 50,861 50,909

5,202 5,212 5,222 5,232 5,242 5,252

3,931 3,935 3,939 3,943 3,947 3,951

574 574 574 574 574 574

40,962 40,996 41,030 41,064 41,098 41,132

(3) 56,218 55,291 56,643 55,985 55,221 55,219

２． 9,761 9,079 8,515 7,888 7,340 6,690

(1) 5,179 4,586 4,181 3,673 3,202 2,795

(2) 4,582 4,493 4,334 4,215 4,138 3,895

(D) 138,200 136,624 137,357 136,296 134,833 134,232

(E) 675 △ 98 △ 4,139 △ 6,379 △ 7,253 △ 12,660

(F)

(G) 20 20 20 20 20 20

(H) △ 20 △ 20 △ 20 △ 20 △ 20 △ 20

655 △ 118 △ 4,159 △ 6,399 △ 7,273 △ 12,680

(I) △ 10,558 △ 17,831 △ 30,511

(J) 33,474 33,646 33,344 33,445 33,699 33,982

2,169 3,042 2,169 2,322 2,178 2,195

(K) 44,082 41,469 38,294 35,626 28,924 30,710

37,047 33,730 31,161 28,872 22,197 23,045

4,719 4,484 4,817 4,438 4,411 4,410

( I )

(A)-(B)

(L)

(M) 27,076 27,076 27,076 27,076 27,076 27,076

(N)

(O)

(P)

令和１６年度

△65.86%

令和１７年度

△112.69%

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

△38.99%

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ）

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条に より算定 した
事 業 の 規 模

健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

地方財政法施行令第15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益－ 受託 工事 収益 (A)-(B)

地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条に より算定 した
資 金 の 不 足 額

(E)+(H)

繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金

流 動 資 産

う ち 未 収 金

流 動 負 債

う ち 一 時 借 入 金

う ち 企 業 債

う ち 未 払 金

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

特 別 利 益

特 別 損 失

特 別 損 益 (F)-(G)

収

益

的

収

支

収

益

的

収

入

営 業 収 益

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益

そ の 他

営 業 外 収 益

補 助 金

他 会 計 補 助 金

そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入

経 常 損 益 (C)-(D)

動 力 費

修 繕 費

材 料 費

そ の 他

減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

そ の 他

収 入 計

収

益

的

支

出

営 業 費 用

職 員 給 与 費

基 本 給

退 職 給 付 費

そ の 他

経 費

支 払 利 息 及 び 企 業 債 諸 費

そ の 他

支 出 計

令和１５年度令和１２年度 令和１３年度 令和１４年度
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（６）資本的収支 

 

 

 

 

  

（単位：千円）

年　　　　　度

区　　　　　分

１． 15,800 8,400 15,600 7,300

２．

３． 5,523 8,372 4,918 4,913 4,969 4,924

４．

５．

６． 14,247 7,582 14,107 6,597

７．

８． 9 19 8 8

９．

(A) 5,532 8,391 34,973 20,903 34,676 18,821

(B)

(C) 5,532 8,391 34,973 20,903 34,676 18,821

１． 637 3,497 31,662 16,852 31,350 14,660

２． 48,316 49,555 50,441 48,435 43,575 37,931

３．

４．

５．

(D) 48,953 53,052 82,103 65,287 74,925 52,591

(E) 43,421 44,661 47,130 44,384 40,249 33,770

１． 28,396 27,977 31,244 28,875 26,961 26,676

２． 15,025 16,684 14,303 14,666 11,720 6,360

３．

４． 1,583 843 1,568 734

(F) 43,421 44,661 47,130 44,384 40,249 33,770

(G)

(H) 471,319 421,764 387,123 347,088 319,113 288,482

○他会計繰入金 （単位：千円）

年　　　　　度

区　　　　　分

100,097 98,312 98,300 95,365 94,614 88,382

100,097 98,312 98,300 95,365 94,614 88,382

5,523 8,372 4,918 4,913 4,969 4,924

5,523 8,372 4,894 4,894 4,894 4,895

24 19 75 29

105,620 106,684 103,218 100,278 99,583 93,306

う ち 基 準 外 繰 入 金

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

収 益 的 収 支 分

令和１０年度 令和１１年度

う ち 基 準 内 繰 入 金

令和６年度
（決算）

令和７年度
（予算）

令和８年度 令和９年度

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

そ の 他

計

資

本

的

収

支

資

本

的

収

入

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

他 会 計 負 担 金

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

そ の 他

計

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

令和６年度
（決算）

令和７年度
（予算）

令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度
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（単位：千円）

年　　　　　度

区　　　　　分

１． 5,000 13,500 5,700 6,400 5,900 3,900

２．

３． 4,964 4,923 4,993 4,953 3,855 2,605

４．

５．

６． 4,563 12,175 5,217 5,832 5,378 3,583

７．

８．

９．

(A) 14,527 30,598 15,910 17,185 15,133 10,088

(B)

(C) 14,527 30,598 15,910 17,185 15,133 10,088

１． 10,140 27,057 11,595 12,962 11,952 7,963

２． 38,588 37,047 33,730 31,161 28,872 22,197

３．

４．

５．

(D) 48,728 64,104 45,325 44,123 40,824 30,160

(E) 34,201 33,506 29,415 26,938 25,691 20,072

１． 33,693 31,497 28,835 26,289 25,092 19,673

２． 655

３．

４． 508 1,354 580 649 599 399

(F) 34,201 33,506 29,415 26,938 25,691 20,072

(G)

(H) 254,894 231,347 203,317 178,556 155,584 137,287

○他会計繰入金 （単位：千円）

年　　　　　度

区　　　　　分

88,609 86,419 82,483 79,534 77,638 71,620

88,609 86,419 82,483 79,534 77,638 71,620

4,964 4,923 4,993 4,953 3,855 2,605

4,895 4,895 4,895 4,872 3,780 2,524

69 28 98 81 75 81

93,573 91,342 87,476 84,487 81,493 74,225

令和１６年度

令和１６年度

令和１７年度

令和１７年度

う ち 基 準 外 繰 入 金

令和１３年度 令和１４年度 令和１５年度

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

令和１２年度

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

そ の 他

計

資

本

的

収

支

資

本

的

収

入

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

他 会 計 負 担 金

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

そ の 他

計

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

令和１５年度令和１２年度 令和１３年度 令和１４年度
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第６章 漁業集落排水使用料の見直し 

 

１ 現行の使用料制度 

 

（１）本市の使用料制度 

 

本市の使用料制度は下表のとおりであり、事業開始時から改定は行っていません（消

費税率変更にかかる改定は除く。）。 

 

 

 

 

 

（２）類似団体における使用料の比較 

 

類似団体における漁業集落排水使用料（一般家庭料金２０㎥／月）を比較すると、５

５６円高くなっています。 

 

和歌山市（令和６年度）   ４，１５８円（税込） 

類似団体平均（令和５年度） ３，６０２円（税込） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費税含む

　　　　区　　　分 　　金　額（１か月当たり）

基本使用料2,508円に世帯1人につき

550円を加算した額

上記以外の建築物　自治会館 5,016円

上記以外の建築物　公衆便所 5,016円

基本使用料5,016円に世帯1人につき

550円を加算した額

専ら住居に使用する建築物

上記以外の建築物　その他

第６章   漁業集落排水使用料の見直し 
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２ 漁業集落排水使用料の見直し 

 

現行の漁業集落排水使用料は事業開始時の使用料単価を適用していますが、また、将

来にわたって安定的に事業を継続していくためには、他会計からの繰入金に依存せず、

可能な限り使用料収入によって汚水処理にかかる費用を回収する必要があります。この

ため、投資の合理化や経営基盤強化の取り組みを推進し、その財源確保に努めていきま

す。 

現状、本市の漁業集落排水使用料（一般家庭料金２０㎥／月）は類似団体平均よりも高

い状況です。今後の漁業集落排水使用料については、一般会計からの繰入金の割合や、浄

化槽など他の汚水処理料金との比較を行うことで、適正な使用料の検討を行っていきま

す。 
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第７章 計画の点検と進捗管理 

 

１ 経営戦略における指標の見込み 

 

 

  

R6年度
前期見込
R12年度

後期見込
R17年度

112.26 100.49 90.57 105.98

0.00 0.00 112.69 181.51

57.41 75.94 110.65 69.82

90.22 48.95 26.37 1149.70

算出式

和歌山市

R5年度
類似団体

平均

分析

分類 指標

累積欠損金比率
（％）

　営業収益に対する累積欠損金の比率で、累積欠損金は令和15年度から発生する見込み
である。

経
営
の
健
全
性

経常収支比率
（％）

　経常費用が経常収益によってどの程度賄われているかを示すもので、経常利益は減少
していく見込みである。

　短期的な債務に対する支払能力を表す指標で、企業債残高の減少により改善する見込
みとなっている。

流動比率
（％）

企業債残高対
事業規模比率
（％）

　料金収入に対する企業債残高の割合であり、企業債残高の規模を表す指標。企業債残
高の減少に伴い今後減少していく見込みである。

経常収益（営業収益＋営業外収益）

経常費用（営業費用＋営業外費用）

累積欠損金

（営業収益－受託工事収益）

流動資産

流動負債

営業収益－受託工事収益－雨水処理負担金

企業債残高－一般会計負担額
×100

×100

×100

×100

第７章   計画の点検と進捗管理 
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R6年度
前期見込
R12年度

後期見込
R17年度

37.79 37.79 37.79 35.96

539.77 537.79 537.78 481.96

28.23 28.23 28.24 26.12

66.43 66.43 66.43 78.55

6.24 23.89 37.46 28.31

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

　施設・設備が一日に対応可能な処理能力に対する、一日平均処理水量の割合であり、
施設の利用状況や適正規模を判断する指標。類似団体平均と比較してやや高くなってい
る。

水洗化率
（％）

有形固定資産
減価償却率
（％）

　有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却がどの程度進んでいるかを表す指標で、
現時点では類似団体平均を下回っているが、今後施設の老朽化により上昇する見込みで
ある。

R5年度
類似団体

平均

経
営
の
効
率
性

経費回収率
（％）

　使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料で賄えているかを表した指標。100％を下
回っており、これは汚水処理に係る費用が使用料以外の収入により賄われていることを
示している。

　現在処理区域内人口のうち、実際に水洗便所を設置して汚水処理している人口の割合
を表した指標。現在ほぼ横ばいであり、類似団体平均を下回っている。

老
朽
化
の
状
況

汚水処理原価
（円／㎥）

　有収水量１㎥あたりの汚水処理に要した費用であり、汚水資本費・汚水維持管理費の
両方を含めた汚水処理に係るコストを表した指標。類似団体平均と比較して高く、これ
は汚水処理に係る維持管理費・資本費が高いことを示している。

施設利用率
（％）

管渠老朽化率
（％）

　法定耐用年数を超える管渠は令和17年度までには発生しない。

管渠改善率
（％）

　当該年度に更新した管渠延長の割合を表した指標で、管渠の更新ペースや状況を把握
できる。管渠が比較的新しいため、改善管渠延長は０である。

分類 指標
算出式

分析

和歌山市

下水道使用料

汚水処理費（公費負担分除く）

汚水処理費（公費負担分除く）

年間有収水量

晴天時１日平均処理水量

晴天時現在処理能力

現在水洗便所設置済人口

現在処理区域内人口

有形固定資産減価償却累計額

有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿原価
×100

法定耐用年数（５０年）を超過した管渠延長

下水道布設延長
×100

改善（更新・改良・維持）管渠延長

下水道布設延長
×100

×100

×100

×100
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２ 計画の推進と点検・進捗管理の方法 

 

経営戦略の各施策を着実に実施するため、PDCA サイクルを活用し、計画、実施、検

証、計画の見直しを行います。 

毎年度進捗管理（モニタリング）を行うとともに５年ごとを目途に必要に応じて見直

し（ローリング）を行い、「投資・財政計画」と実績の乖離を検証するだけではなく、

将来予測方法や「収支ギャップ」の解消に向けた取り組み等についても検証し、必要な

見直しを行います。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

  

計画の策定（Plan） 

事業（施策）の実施（Do） 

事業実施状況の確認（Check） 

改善の検討（Action） 

・実施が計画に沿っていない部分を調べて見直す 

・計画に沿って業務を行う  

 

・業務の実施が計画に沿っているかどうかを確認する 

 

・実施が計画に沿っていない部分を調べて見直す 
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第８章 用語解説 

 

 

  

用語名 意味

あ行

維持管理費
日常の施設の維持管理に要する経費で、具体的には、処理場費等の人件費、動

力費、薬品費、修繕費、運転管理委託費等によって構成されるものです。

汚泥 処理の過程において発生する泥状物質の総称です。

か行

管渠 下水を処理場等まで運ぶ管のことです。

企業債
地方公営企業が行う建設改良事業等に要する資金に充てるために起こす地方債

のことです。

供用人口 集落排水が整備され水洗化できるようになった区域の人口です。

経常収益
本来の営業活動から生じる営業収益と、他会計からの繰入金などの営業活動以

外の活動によって得られる営業外収益の合計です。

経常収支

一事業年度単位で計算した「経常収益（営業収益+営業外収益）－経常費用

（営業費用+営業外費用（経常損益）」金額です。プラスの場合は経常利益

（黒字）で、マイナスの場合は経常損失（赤字）となります。

経常費用

人件費・維持管理費・減価償却費などの本来の営業活動から発生する営業費用

と、企業債利息などの本来の営業活動以外の活動によって発生する営業外費用

の合計を経常費用といいます。

減価償却費

固定資産（下水道施設・下水道管渠など）の減価（価値の減少）を費用とし

て、その利用各年度に合理的 かつ計画的に負担させる会計上の処理または手続

を減価償却といい、この処理または手続によって特定の年度の費用とされた固

定資産の減価額のことです。

建設改良費
固定資産の新規取得またはその価値の増加のために要する経費で、経営規模の

拡充をはかるために要する諸施設の建設整備などのためのものです。

公共用水域
水質汚濁防止法によって定められる、公共利用のための水域や水路のことで

す。

さ行

事業計画

事業計画は、全体計画に定められた施設のうち、5～7年間で実施する予定の施

設の配置等を定める計画であり、下水道を設置しようとするときは、事業計画

を策定する必要があります。

資本的収支
企業の将来の経営活動に備えて行う建設改良および建設改良にかかる企業債償

還金などの支出とその財源となる収入をいいます。

収益的収支
企業の一事業年度の経営活動に伴い発生する全ての収益とそれに対応する全て

の費用をいいます。

集落排水事業

農業集落や漁業集落において、し尿や生活雑排水を処理する汚水処理場を建設

し、宅内排水設備工事によって集落排水処理施設に接続し、汚水を処理するこ

とにより、集落における生活環境の向上と、海や川の水質保全に寄与する事業

のことをいいます。

水洗化率
水洗便所設置済人口を処理区域内人口で除したもの。下水処理が開始されてい

る区域のうち実際に下水道に接続している割合を表すものです。

水洗便所設置済人口
集落排水の処理区域内で実際に水洗便所を設置して汚水を処理している人口で

す。

第８章   用語解説 
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は行

ＢＣＰ
災害時にも最低限の事業を継続し、早期に復旧が行えるよう、あらかじめ災害

時の行動計画を定めたものです。

ＰＤＣＡサイクル

品質管理の手法であり、Ｐ（Plan：計画）→Ｄ（Do：実施）→Ｃ（Check：確

認）→Ａ（Act：改善）の順に作業を実施して、Ａ（Act：改善）を次のＰ

（Plan：計画）に繋げることで継続的な業務改善を行っていくものです。

普及率
計画人口のうち、処理区域内人口が占める割合。集落排水がどれだけ普及して

いるかを表す指標です。

包括的民間委託

民間事業者が施設を適切に運転し一定の性能を発揮できれば、施設の運転方法

の詳細等については民間事業者の裁量に任せるとする性能発注の考え方に基づ

く委託のことです。

ら行

類似団体
漁業集落排水事業を運営し、供用開始後年数が15年以上30年未満（令和５年度

時点）の団体を対象としています。

類似団体平均 類似団体の令和５年度の決算数値の平均値です。
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